
 
平成 28 年 6 月 2 日 

各  位 
会 社 名 明 和 産 業 株 式 会 社 
代表者名 代表取締役社長 山邉 福二郎 

（コード番号 8103 東証第一部） 
問合せ先 総務本部長 村上信夫 

（TEL.03-3240-9534） 
 
 

「平成 27 年度定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について 
 

平成 28 年 6 月 1 日付で TDnet に開示いたしました標記書類につきまして、記載内容に一

部誤記がありましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正のご連絡を

させて頂きます。 

 
記 

 
【訂正箇所】（下線部） 

60 ページ 株主総会参考書類 第４号議案 
＜訂正前＞ 

  ２．鳥 居 真 吾 
  ■略歴及び地位・担当 
    （省略） 
   平成 28 年４月 三菱商事株式会社入社化学品グループ管理部長(現職) 
  ■重要な兼職の状況 
   三菱商事株式会社入社化学品グループ管理部長、中央化学株式会社監査役（注） 
 

＜訂正後＞ 
  ２．鳥 居 真 吾 
  ■略歴及び地位・担当 
    （省略） 
   平成 28 年４月 三菱商事株式会社化学品グループ管理部長(現職) 
  ■重要な兼職の状況 
   三菱商事株式会社化学品グループ管理部長、中央化学株式会社監査役（注） 
 
 

以上 
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[証券コード 8103] 
平成28年６月７日 

株 主 各 位  東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 
明 和 産業株式会社 

代表取締役社長  山 邉 福二郎 
 

 
 

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
さて、当社平成27年度定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいま
すようご通知申し上げます。 
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手
数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否
をご表示いただき、平成28年６月27日（月曜日）午後５時30分までに到着するようご送付いた
だきたくお願い申し上げます。 

敬 具 
記  

1. 日 時 平成28年６月28日（火曜日）午前10時 
（受付開始時刻は午前９時30分を予定しております） 

2. 場 所
 
東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 新東京ビル３階 当社本店大会議室（306区）
（裏表紙の「株主総会会場ご案内略図」をご参照ください） 

3. 株主総会の目的事項 
報 告 事 項

 
(1) 平成27年度 (平成27年４月１日から平成28年３月31日まで) 
事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件 

(2) 会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 
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決 議 事 項  
第１号議案 剰余金の処分の件 
第２号議案 定款一部変更の件 
第３号議案 取締役（監査等委員であるものを除く｡）７名選任の件 
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件 
第５号議案 取締役（監査等委員であるものを除く｡）の報酬額設定の件 
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件 
4.招集にあたっての決定事項 
（1）代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人とし

て株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となり
ますのでご了承ください。 

（2）議決権の不統一行使をされる場合には、株主総会の３日前までに、議決権の不統一行使を
行う旨とその理由を書面により当社にご通知ください。 

以 上 
 
 
 
 
 
 

 
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。なお、株主で
はない代理人及び同伴の方など、議決権を行使することができる株主以外の方はご入場いただけません。 
◎当日ご出席の際は、資源節約として本招集通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。 
◎当日は、軽装にてご出席いただきますようお願い申し上げます。 
◎本招集ご通知の添付書類ならびに株主総会参考書類の記載事項を修正する必要が生じた場合は、修正後
の事項をインターネット上の当社のウェブサイト（http://www.meiwa.co.jp/）に掲載いたしますの
でご了承ください。 
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（報告事項に関する添付書類） 
 

 

 
 
 
（1）事業の経過及びその成果 
当連結会計年度における世界経済は、米
国においては緩やかに景気の拡大が続き、
ユーロ圏においても緩やかに景気の回復基
調が続きました。また、中国においては依
然として景気の減速が続いており、新興国
や資源国においては概して景気の低迷が続
きました。一方、わが国経済においては、
設備投資は堅調に推移したものの輸出や個
人消費等が低迷しており景気は横ばいで推
移しました。 
当社グループを取り巻く経営環境は、重
点戦略国である中国が景気減速の影響によ
り市場が低迷しており、また、わが国にお
いても総じて需要の回復が遅れております。
中国景気の下振れや米国の追加利上げに伴
う懸念も高まっているとともに、資源価格
の低迷等の影響もあり、わが国を含めた世
界景気の先行きに不透明感が高まっており
ます。 
このような状況の下、当社グループは中
期経営計画に基づき、潤滑油、電池関連部
材、環境関連商材等の市場拡大に努め、ア
ジア経済圏での商圏拡大に取り組んでまい

りました。 
これらの結果、当連結会計年度の業績に
つきましては、化学品・石油製品関連事業
は、中国国内の需要低迷や輸出減少等の影
響により低調に推移しましたが、機能材料
関連事業は、輸入取引の増加等により好調
に推移しました。また、合成樹脂・建材関
連事業は、国内需要の回復遅れ等の影響が
あり、前年度を若干下回りました。その結
果、売上高は、1,349億８千５百万円 (前年
度比6.7％減) と減収になりました。 
また、利益面については、営業利益は、
売上総利益率の改善等により21億１千３百
万円（同4.7％増）となりましたが、経常利
益は、石油製品関連の投資先からの受取配
当金減少等により26億７千５百万円（同
27.0％減）となりました。 
これらの結果、親会社株主に帰属する当
期純利益は、20億５千７百万円（同18.6％
減）と減益になりました。 
なお、事業別の業績は、次のとおりであ
ります。 
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事業別売上高 
 

 前   期 当   期 前期比増減 

 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

化学品・石油製品関連事業 76,508 52.9 64,600 47.8 △11,908 △15.6
機 能 材 料 関 連 事 業 13,219 9.1 16,545 12.3 3,326 25.2

合成樹脂・建材関連事業 52,542 36.3 51,562 38.2 △980 △1.9

そ の 他 事 業 2,404 1.7 2,277 1.7 △127 △5.3

合 計 144,674 100.0 134,985 100.0 △9,689 △6.7
  
【化学品・石油製品関連事業】 
石油化学品は、写真プリント関連の顔料
等の輸入取引は堅調に推移したものの、塗
料原料の国内取引が減少したこと等により
低調に推移しました。また、炭素製品は堅
調に推移しましたが、塗料樹脂等は低調に
推移しました。一方、石油製品は、国内取
引は前年度並みに推移しましたが、貿易取
引は中国経済の減速の影響を受け低調に推

移しました。また、中国国内取引は建設機
械向けの需要減少により低調に推移しまし
た。 
その結果、売上高は646億円（前年度比
15.6％減）となりました。また、セグメン
ト利益につきましては、11億４千万円 (同
14.5％減) となりました。 

 
【機能材料関連事業】 
レアアースは、需要が持ち直し輸入取引
が増加したことにより堅調に推移しました。
難燃剤は、国内取引が好調に推移しました
が市況が低下した影響を受け前年度並みと
なりました。電池関連部材は、自動車向け
の電池材料等が好調に推移しました。 

その結果、売上高は165億４千５百万円 
(前年度比25.2％増) となりました。また、
セグメント利益につきましては、２億５千
５百万円（前年度は２千万円の損失）とな
りました。 
 

  

区   分 



 
01_0831801102806.docx 
明和産業㈱様 招集 2016/05/20 3:54:00印刷 3/18 
 

― 5 ― 

【合成樹脂・建材関連事業】 
合成樹脂は、フィルム関連及びアミュー
ズメント関連の国内取引が好調に推移しま
した。建材は、断熱材は順調に推移したも
のの、防水資材及び木質建材は需要の停滞
により低調に推移したため、前年度並みと
なりました。一方、金属製品は、タービン
ローターの輸出取引等が回復しました。 

その結果、売上高は515億６千２百万円 
(前年度比1.9％減) となりました。また、セ
グメント利益につきましては、合成樹脂関
連取引の増加と販売管理費の減少により５
億６千３百万円（同35.4％増）となりまし
た。 
 

 
（2）設備投資等の状況 

当連結会計年度中に除却、売却した主要な設備、そのほか特記すべき設備投資並びに設備の
新設、撤去、滅失はありません。 
 
（3）資金調達の状況 

当連結会計年度中に増資又は社債発行など、特記すべき資金調達はありません。 
 
（4）対処すべき課題
平成26年４月からスタートした３ヶ年の
中期経営計画における中長期ビジョン「自
らの機能の強化と、成長への挑戦によって
顧客により高い価値を提供する」に基づき、
事業の拡大と経営管理基盤の強化を目指し、
７つの重点戦略に取り組んでおります。 
［成長事業戦略］ 
① 中国全土に跨る拠点網を活用した潤滑
油等の販売拡大 
中国全土に保有しております拠点網
を活用し物流･販売体制を強化するとと
もに、中国国内で出資を行っている潤
滑油製品生産企業との関係維持･強化に
より、中国における潤滑油ビジネスの
拡大に取り組んでまいります。 

② 電池関連部材の拡販 
電池関連市場は、環境保護の観点か
ら用途の拡大等により成長が見込まれ
ます。成長市場として有望である中国
においては、製品確保のために負極材
中間製品製造業への出資を行っており、
原料黒鉛から負極材･電解液などのバリ
ューチェーンの各段階に係り取引の拡
大を図り、複合的価値の提供に取り組
んでまいります。 

③ 環境関連商材の中国・ベトナムマーケ
ットでの取組み拡大 
中国や東南アジア各国においては、
環境関連商材の需要が高まっており、
中国・ベトナムにおいて水処理商材の
取引強化を図るとともに、調達力の高
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い活性炭取引の用途拡大による取引拡
大に取り組んでまいります。 

［基盤事業戦略］ 
④ アジア経済圏との取引拡大 

アジア経済圏は今後も高い成長を見
込める市場であり、当期はタイとイン
ドネシアに新たに現地法人を設立いた
しました。中国および東南アジアの拠
点を活用し、さらにアジア経済圏への
取り組みを強化してまいります。 

⑤ バリューチェーンの拡充 
国内市場において商材によっては、
より付加価値の高い取引が必要となっ
てきております。そのため、当社グル
ープのネットワークを活かし、川上か
ら川下までのバリューチェーンにおい
て、事業投資やOEM等により関与する
領域の拡大を図ってまいります。 

［人事戦略］ 
⑥ グローバル人材の育成 

海外事業展開の拡大を進めるため、

成長の実現に必要な人材の採用・育
成・活用を強化するとともに、海外拠
点におけるナショナルスタッフの育成
と登用を推進してまいります。 

［経営管理戦略］ 
⑦ 経営管理体制の充実 

事業投資先等のプロジェクト運営体
制を強化し、海外取引拡大に向けた海
外拠点体制の整備を図ってまいります。 
 

当社グループは、全てのステークホルダ
ーの皆様の期待に応えるために、経営の健
全性、透明性、効率性を確保する基盤とし
て、コーポレート・ガバナンスの強化を最
重要課題とし、実効性のあるコーポレー
ト・ガバナンスの構築に努めてまいります。 
株主の皆様におかれましては、当社グル
ープの事業活動にご理解をいただき、一層
のご支援を賜りますようお願い申し上げま
す。 
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（5）財産及び損益の状況の推移 
（単位：百万円） 

 
区 分 第94期 

平成24年度 
第95期 

平成25年度 
第96期 

平成26年度 
第97期 

平成27年度 

売 上 高 131,121 139,551 144,674 134,985 

経 常 利 益 2,857 3,600 3,665 2,675 

親会社株主に帰属する当期純利益 1,682 2,433 2,526 2,057 

１株当たり当期純利益（円） 40.30 58.28 60.50 49.27 

総 資 産 57,264 62,993 63,000 59,224 

純 資 産 19,347 22,029 26,286 26,273 

１株当たり純資産（円） 459.81 523.62 624.81 624.34 
 （注）1. １株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数（自己株式を控除した株式数）により

算出しております。 
2. １株当たり純資産は、期末発行済株式総数（自己株式を控除した株式数）により算出して
おります。 

 
（6）主要な事業内容（平成28年３月31日現在） 
 

事業セグメント 主  要  製  品 

化学品・石油製品関連事業 有機及び無機工業薬品、石油化学製品、食品添加剤、農薬、医薬品、合成ゴム、肥料、炭素製品、各種石油製品等 
機 能 材 料 関 連 事 業 電池材料、レアメタル、難燃剤、水処理・環境商材等 

合成樹脂・建材関連事業 合成樹脂原料並びに製品、防水資材・断熱材・木材・新建材等の建築資材、木材製品、金属製品等
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（7）重要な子会社及び関連会社の状況（平成28年３月31日現在） 
① 重要な子会社の状況 
 

会 社 名 資 本 金 議決権比率 主要な事業内容 
百万円 ％

十 全 株 式 会 社 73 90.4 無機・有機薬品、農薬、薬剤、食品材
料、食品添加物、産業資材等の販売

百万円 ％

東京グラスロン株式会社 100 97.1 断熱・防音・吸音材、新建材、住宅関
連機器、内外装資材等の販売

百万円 ％
ソ ー ケ ン 株 式 会 社 20 100.0 断熱材、新建材製品等の販売 

百万円 ％
株 式 会 社 明 和 セ ー ル ス 50 51.0 硝子製品、陶磁器、雑貨の販売 

百万人民元 ％

明和産業（上海）有限公司 23 100.0 石油、化学品、合成樹脂、金属製品等
の販売

  
② 重要な関連会社の状況  
会 社 名 資 本 金 議決権比率 主要な事業内容 

百万円 %

ク ミ 化 成 株 式 会 社 373 39.9 自動車用内装部品の研究開発・製造・
販売等

百万円 %
株 式 会 社 鈴 裕 化 学 40 35.0 難燃剤の研究開発・製造 
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（8）主要な事業所等（平成28年３月31日現在） 
① 当社 
 
区 分 名   称 所 在 地 

国 内 
本店 
大阪支店 
名古屋支店 
九州営業所 

東京都千代田区
大阪府大阪市中央区 
愛知県名古屋市中村区 
福岡県福岡市博多区 

海 外 

北京駐在員事務所 
太原駐在員事務所 
上海駐在員事務所 
ホーチミン駐在員事務所 
ソウル駐在員事務所 

中華人民共和国
中華人民共和国 
中華人民共和国 
ベトナム社会主義共和国 
大韓民国

 
② 子会社  
区 分 名   称 所 在 地 

国 内 
十全株式会社 
東京グラスロン株式会社 
ソーケン株式会社 
株式会社明和セールス

東京都千代田区
東京都千代田区 
大阪府豊中市 
東京都千代田区

海 外 

明和産業（上海）有限公司
Meiwa Vietnam Co., Ltd. 
Meiwa (Thailand) Co., Ltd. 
Thai Meiwa Trading Co., Ltd. 
PT. Meiwa Trading Indonesia

中華人民共和国
ベトナム社会主義共和国 
タイ王国 
タイ王国 
インドネシア共和国 
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（9）従業員の状況（平成28年３月31日現在） 
① 企業集団の従業員の状況  

事業セグメント 従 業 員 数 前年度末比増減
化学品・石油製品関連事業 233名 [ 9名] 8名増 [ 2名減]
機 能 材 料 関 連 事 業 21名 [ 4名] 1名増 [ 1名減]
合成樹脂・建材関連事業 134名 [ 7名] 8名増 [ 4名減]
そ の 他 事 業 25名 [17名] 3名減 [ 1名増]
全 社 （共 通） 64名 [ 4名] 6名減 [増減なし]

合   計 477名 [41名] 8名増 [ 6名減]
 （注）1. 従業員数には、当社グループ外への出向者を除き、当社グループへの出向者を含み、海外

現地採用者145名が含まれております。 
2. 臨時従業員数は［ ］内に所定労働時間換算による人員を外数で記載しており、嘱託及び
契約社員等の従業員を含み、派遣社員を除いております。 

3. 全社（共通）は、特定のセグメントに区分できない管理部門及び海外駐在員事務所に所属
している従業員であります。 

 
② 当社の従業員の状況  
従 業 員 数 前年度末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数
188名 [14名] 3名減 [3名減] 42.0才 16.6年

 （注）1. 従業員数は、出向者を除き、当社への出向者を含み、海外現地採用者14名が含まれてお
ります。 

2. 臨時従業員数は［ ］内に外数で記載しており、嘱託及び契約社員等の従業員を含み、
派遣社員を除いております。 

3. 平均年齢、平均勤続年数は、臨時従業員、海外の現地採用者、当社への出向者を含んで
おりません。 

 
（10）主要な借入先及び借入額（平成28年３月31日現在） 
 

借    入   先 借 入 金 残 高
株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 2,081百万円 
明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 500百万円 
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 253百万円 
株 式 会 社 八 十 二 銀 行 178百万円 
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（1）発行可能株式総数 100,000,000株
 
（2）発行済株式の総数 41,780,000株 （注）発行済株式の総数には、自己株式16,731株が含まれております。 
 
（3）株主数 3,558名
 
（4）大株主（上位10名）  

株    主    名 持 株 数 持株比率 
 千株 ％

三 菱 商 事 株 式 会 社 13,806 33.06 
日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社
（三 菱 化 学 株 式 会 社  退 職 給 付 信 託 口） 4,079 9.77 

旭 硝 子 株 式 会 社 3,849 9.22 
東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社 1,557 3.73 
明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 1,463 3.51 
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND 1,406 3.37 
株 式 会 社 三 菱 東 京 U F J 銀 行 956 2.29 
三 菱 U F J 信 託 銀 行 株 式 会 社 840 2.01 
B B H  F O R  F I D E L I T Y  P U R I T A N  T R 650 1.56 
C R E D I T  S U I S S E  ( L U X EM BOU RG )  S .  A . 625 1.50 

 （注）1. 持株比率は、発行済株式の総数から自己株式数を控除して算出しております。 
2. 上記株主の英文名は、㈱証券保管振替機構から通知された「総株主通知」に基づき記載

しております。 
3. 三菱化学株式会社は、日本マスタートラスト信託銀行株式会社が保有する三菱化学株式

会社退職給付信託口の株式に属する議決権行使に関する指図権を有しております。 
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（1）取締役及び監査役の氏名等  

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況 
代表取締役社長 山 邉 福二郎

常 務 取 締 役 向 井 明 紀 
職能部門管掌兼経理本部長
明和産業（上海）有限公司 董事 
クミ化成株式会社 社外監査役

常 務 取 締 役 松 井 淳 一 営業部門管掌兼化学品・石油製品本部長 
十全株式会社 取締役、明和産業（上海）有限公司 董事

取 締 役 長谷川   龍 海外・開発担当
明和産業（上海）有限公司 董事 

取 締 役 大 友 伸 彦 経営企画担当
取 締 役 尾 首 貴 士 大阪支店長
取 締 役 南  敏 文 弁護士

株式会社キューソー流通システム 社外監査役
常 勤 監 査 役 松 前 廣 礼
監 査 役 和 田 光 弘 三菱化学株式会社 監査室
監 査 役 北 島 雅 幸 三菱商事株式会社 化学品グループ管理部長 

中央化学株式会社 監査役
監 査 役 木 下 勝 也 PT Asahimas Chemical President Director

 （注）1. 取締役南敏文氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であり、東京証券取引所に
独立役員として届け出ております。 

2. 監査役和田光弘、北島雅幸、木下勝也の各氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査
役であり、和田光弘、木下勝也の両氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出てお
ります。 

3. 監査役松前廣礼、北島雅幸、木下勝也の各氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見
を有しております。 

 
（2）当事業年度中の取締役の地位・担当等の異動 
① 就任 
 平成27年６月26日開催の定時株主総会において、大友伸彦、尾首貴士の両氏が取締役に
選任され、就任いたしました。 
 
② 退任 
 平成27年６月26日開催の定時株主総会終結の時をもって、常務取締役占部博、取締役副
島大資の両氏は退任いたしました。 
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③ 当事業年度中の取締役の地位・担当等の異動  
氏 名 新 旧 異動年月日

長谷川   龍 海外・開発担当 経営企画担当 平成27年６月26日
 
（3）当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額 
 

区   分 支 給 人 数 報 酬 等 の 総 額
取 締 役（うち社外取締役） ９名（２名） 150百万円（10百万円）
監 査 役（うち社外監査役） ４名（３名） 31百万円（14百万円）

合   計 13名（５名） 181百万円（24百万円）
（注）1. 昭和60年６月28日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額を月額20百万円以

内、平成18年６月29日開催の定時株主総会において、監査役の報酬限度額を月額７百万
円以内と決議いただいております。 

2. 上記の支給人数には、平成27年６月26日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した
取締役２名（うち社外取締役１名）を含んでおります。 

3. 上記の支給額には、平成26年６月27日開催の定時株主総会において承認可決された役員
退職慰労金制度の廃止に伴い、当事業年度に確定した役員退職慰労引当金の繰入額15百
万円（取締役15百万円）が含まれております。なお、過年度の事業報告にて開示した役
員退職慰労引当金の繰入額は含まれておりません。 

 
（4）責任限定契約の内容の概要 

当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、取締役南敏文氏、監査役松前廣礼、和田光
弘、北島雅幸、木下勝也の各氏と同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結し
ております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、８百万円または法令で規定する額の
いずれか高い額としております。 
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（5）社外役員に関する事項 
  ① 重要な兼職先と当社との関係  地 位 氏 名 重要な兼職の状況 当社との関係

社外取締役 南  敏 文 
弁護士 取引その他の関係はありません。
株式会社キューソー流通
システム社外監査役 取引その他の関係はありません。

社外監査役 

和 田 光 弘 三菱化学株式会社
監査室 商品取引の関係があります。 

北 島 雅 幸 
三菱商事株式会社 
化学品グループ管理部長 

当社と同一の部類であるととも
に、主要株主であり、商品取引の
関係があります。 

中央化学株式会社監査役 商品取引の関係があります。
木 下 勝 也 PT Asahimas Chemical

President Director 取引その他の関係はありません。
  
  ② 当事業年度における主な活動状況  区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況 

社 外 取 締 役 南  敏 文 
当事業年度に開催した取締役会12回の全て（100％）
に出席し、必要に応じ、法曹界における豊富な経験と知
見に基づいた専門的な見地から、経営全般に対して提言
を行っております。

社 外 監 査 役 

和 田 光 弘 
当事業年度に開催した取締役会12回のうち11回
(92％)、監査役会７回のうち６回（86％）に出席し、
必要に応じ、内部監査部門における豊富な経験と知見に
基づいた専門的な見地から、発言を行っております。

北 島 雅 幸 
当事業年度に開催した取締役会12回のうち11回
(92％)、監査役会７回の全て（100％）に出席し、必要
に応じ、財務・会計部門における豊富な経験と知見に基
づいた専門的な見地から、発言を行っております。

木 下 勝 也 

当事業年度に開催した取締役会12回のうち11回
(92％)、監査役会７回のうち６回（86％）に出席し、
必要に応じ、財務・会計部門や企業運営における経験と
知見に基づいた専門的な見地から、発言を行っておりま
す。
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（1）会計監査人の名称 
  有限責任監査法人トーマツ 
 
（2）責任限定契約の内容の概要 

当社と会計監査人は、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約は締結しておりませ
ん。 
 
（3）会計監査人の報酬等の額  

① 当社が支払うべき報酬等の額 56.5百万円
② 当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 56.5百万円

 （注）1. 当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法に基づく監査と金融商品取引
法に基づく監査の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、①の
報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。 

2. 監査役会は、監査計画の内容、従前の監査の職務遂行状況、監査報酬の実績推移、報
酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行い検討した結
果、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。 

3. 当社の重要な子会社のうち、明和産業（上海）有限公司は、当社の会計監査人以外の
監査法人の監査を受けております。 

 
（4）会計監査人の解任または不再任の決定の方針 

監査役会は、会計監査人が会社法第340
条第１項各号に定める項目のいずれかに該
当すると認められる場合、監査役全員の同
意により会計監査人を解任します。この場
合、監査役会が選定した監査役は、解任後
最初に招集される株主総会において、会計
監査人を解任した旨及びその理由を報告し
ます。また、監査役会は、会計監査人とし
ての適格性、独立性や信頼性などにおいて
問題があると判断した場合、株主総会に提

出する会計監査人の解任または不再任に関
する議案の内容を決定します。 
なお、取締役会が、会計監査人としての
適格性、独立性や信頼性などにおいて問題
があると判断した場合、会計監査人の解任
または不再任を株主総会の会議の目的とす
ることを監査役会に請求し、監査役会はそ
の適否を判断したうえで、株主総会に提出
する議案の内容を決定します。 
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（1）業務の適正を確保するための体制（以下「内部統制」という） 

当社は、取締役会において、会社法第362条第４項第６号に定める内部統制の体制の整備に
関する基本方針を、次のとおり決議しております。 
① 取締役の職務の執行が法令及び定款に
適合することを確保するための体制 
a. 取締役が法令・定款及び当社の経営
理念を遵守することが企業経営にお
ける最優先事項と位置づけ、取締役
の職務の執行が法令及び定款に適合
することを確保するため、｢役職員行
動規範」｢コンプライアンス基本規定」
等を定める。 

b. コンプライアンスの徹底をはかるた
め、担当取締役を任命し管理監督を
行う。 

c. 取締役は、重大な法令違反その他コ
ンプライアンスに関する重要な事実
を発見した場合、取締役会に報告す
るものとする。 

d. コンプライアンス担当取締役は業務
執行部門の責任者を部門責任者とし
て配置し、事務局との連携により所
管グループ各社を含め、実効性の確
保に努める。 

e. 取締役は、適正な財務報告書を作成
することが社会的信用の維持・向上
のために極めて重要であることを認
識し、財務報告の適正性を確保する
ため、財務報告書の作成過程におい
て虚偽記載並びに誤謬等が生じない
よう実効性のある内部統制を構築す
る。 

f. 反社会的勢力の排除を「役職員行動
規範」に定め、不当な利益供与等に
対しては、断固たる態度で対応する。 

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存
及び管理に関する体制 
a. 文書取扱規定に基づき、管理責任者
は、株主総会議事録、取締役会議事
録、その他取締役の職務執行に関す
る重要な文書（電磁的記録を含む。
以下同じ）を関連資料とともに保存
する。 

b. 前号の他、会社業務に関する文書の
保存及び管理については「文書取扱
規定」及び「文書保存基準」に基づ
き適正に保存・管理する。 

c. 当社が保存または管理する電磁的記
録については、｢情報処理規定」に基
づきセキュリティを確保し、情報の
毀損や外部への流出を防止する。 

d. 取締役及び監査役は各業務執行部門
が保存及び管理する情報を常時、直
接、閲覧・謄写または複写すること
ができる。 

③ 損失の危険の管理に関する規程その他
の体制 
a. 職務遂行に伴うリスクについては、
商品価格変動リスク、為替変動リス
ク、カントリーリスク、与信リスク、
リーガルリスク、情報管理リスク、
自然災害リスクなど様々なリスクが
あり、リスク毎に責任部署を定めて
対応する。 

b. 取引・信用管理・見越極度管理等に
ついては、リスク管理に関する規定
を定める。 

c. 取締役は各業務執行部門を指揮し、
リスク区分に対応する各管理部門と
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の連携を保ち社内諸規定を遵守する
方策を確保することにより当社の損
失の危険を回避・予防する。また、
重大な損失の危険が現実化した場合
には、すみやかに取締役会に報告す
る。 

d. 営業部門は、諸規定に基づく権限の
範囲内で職務を遂行する。権限を越
える職務を行う場合は、経営会議も
しくは取締役会による決裁を要し、
承認された職務の遂行に係るリスク
を管理する。 

e. 管理部門は、リスク管理のための方
針・体制・手続等を定め、リスク状
況を把握し適切に管理する。 

f. 監査室は各業務執行部門のリスク管
理の状況を監査し、その結果を定期
的に社長に報告し、重要な事項につ
いては取締役会に報告する。 

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われ
ることを確保するための体制 
a. 取締役会は権限分配を含めた効率的
な業務遂行システムを構築し、職務
執行の効率化・迅速化を図る。 

b. 業務運営に関する個別経営課題につ
いては、実務的な観点から常勤の取
締役、本部長等によって構成される
経営会議において審議する。経営に
関する重要事項については、その審
議を経て取締役会において職務の執
行の決定を行う。 

c. 定款において取締役会での決議の省
略（書面決議）を定めており、緊急
かつ簡易な案件に関する承認手続き
の効率化を図る。 

d. 職務執行に係る権限の委譲に関する
規定を定め、必要な手続きを経て承
認を得た範囲内で権限委譲を行うこ
とにより、取締役の職務執行の効率
化を図る。 

⑤ 使用人の職務の執行が法令及び定款に
適合することを確保するための体制 
a. 使用人が法令・定款及び当社の経営
理念を遵守し、職務の執行が法令及
び定款に適合することを確保するた
め、｢役職員行動規範」｢コンプライ
アンス基本規定」等を定め、全ての
使用人に対し周知徹底する。 

b. 使用人はコンプライアンス基本規定
により、重大な法令違反その他コン
プライアンスに関する重要な事実を
発見した場合、業務執行部門の責任
者に報告するものとする。 

c. コンプライアンスに関する報告・相
談窓口を設置し、利用者の匿名性を
担保するとともに不利益を蒙らない
仕組みとする。 

d. コンプライアンス違反者に対しては､
就業規則に基づく懲戒を含め厳正に
対処する。 

⑥ 当社ならびにその子会社から成る企業
集団における業務の適正を確保するた
めの体制 
a. 子会社の管理は、｢事業投資先管理規
定｣ を制定し、子会社に対し適切な
管理を行う。 

b. 当社の「役職員行動規範」に準じ、
各子会社の特性を踏まえた自社の 
｢役職員行動規範」の策定を指導し、
コンプライアンスの徹底を図る。 

c. 監査室は子会社の内部統制の有効性
を監査し、結果を社長及び各業務執
行部門の責任者に報告し、重要な事
項については取締役会に報告する。 

⑦ 監査役の職務を補助すべき使用人に関
する体制 
a. 代表取締役は、監査役会事務局を設
置し監査役の職務を補助する使用人 
(以下「補助使用人｣) を配置する。 

b. 補助使用人の人選は、監査役の職務
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遂行上必要な知識・能力を勘案し、
監査役と協議のうえ決定する。 

c. 補助使用人は、当社の就業規則に従
うが、当該職務に関する指揮命令権
は監査役に属するものとし、異動・
評価・懲戒等の人事事項については
監査役と事前協議のうえ実施する。 

⑧ 監査役への報告及び報告をしたことを
理由として不利益な取扱いを受けない
ことを確保するための体制 
a. 監査役は、重要な意思決定の過程及
び業務の執行状況を把握するため、
取締役会ならびに経営会議のほか全
ての会議または委員会等に出席し報
告を受けることができる。 

b. 取締役及び使用人は、監査役が求め
る重要な書類については、速やかに
監査役に提出する。 

c. 取締役及び使用人は、監査役が求め
る重要な事項については、速やかに
監査役に報告する。 

d. 取締役及び使用人は、当社または子
会社の業務執行に関し、監査役にコ
ンプライアンス、リスク管理等に関
する報告・相談を直接行うことがで
きる。 

e. 子会社の役職員が、監査役にコンプ
ライアンス、リスク管理等に関する
報告・相談を行う体制を確保する。 

f. 監査役は、定期的に代表取締役との
意見交換会を開催し、必要に応じ取
締役及び使用人との連絡会を開催し
報告を受けることができる。 

g. 取締役及び使用人は、監査役が事業
の報告を求めた場合、または業務及
び財産の状況を調査する場合は、迅
速かつ的確に対応する。 

h. 監査役は、取締役による子会社管理
の監査を行うため、主要な子会社の
往査、子会社の監査役との日常の連
携及び子会社監査役連絡会等を通じ
て、子会社から報告を受けることが
できる。 

i. 監査役に報告・相談を行った取締役
及び使用人もしくは子会社の役職員
に対し、報告・相談を行ったことを
理由とする不利益な取扱いの禁止を
規定する。 

⑨ 監査役の職務の執行について生ずる費
用又は債務の処理に係る方針に関する
事項 
 取締役は、監査役の職務の執行に協力
し監査の実効を担保するため、監査費用
のための予算措置を行い、監査役の職務
の執行に係る費用等の支払いを行う。 
⑩ その他監査役の監査が実効的に行われ
ることを確保するための体制 
a. 取締役は「監査役監査基準」に定め
る監査役監査の重要性・有用性を十
分認識し、監査役監査の環境整備を
行う。 

b. 監査役は、社長直轄の内部監査部門
である監査室に監査の協力を求める
ことができる。監査室は、監査役に
よる効率的な監査に協力する。 

c. 監査役は、総務部門、経理部門その
他の各部門に対して、随時必要に応
じ、監査への協力を求めることがで
きる。 

d. 監査役は、会計監査人と監査業務の
品質及び効率を高めるため、情報・
意見交換等の緊密な連携を図ること
ができる。 
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（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社は、上記の基本方針に基づいて、内
部統制の体制の整備とその適切な運用に努
めております。当期において実施いたしま
した運用状況の概要は以下のとおりです。 
① コンプライアンス 
代表取締役やコンプライアンス担当取
締役等により構成するコンプライアンス
委員会が、コンプライアンス関連規定の
整備、内部通報窓口の設置・運用、教育
啓蒙活動（研修、ｅラーニング、情報提
供など）を主導し、継続的に実施してい
ます。 
また、各部門にコンプライアンス推進
担当者を任命し、グループ内研修の実施
や日常の業務を通してコンプライアンス
体制の整備を図りました。 
② リスク管理 
取締役は、各業務執行部門を指揮し、
事業活動に重大な影響を及ぼすリスクを
把握し適切な管理に努め、特に与信管理
については、経営会議への付議等により、
リスクの回避・防止を図りました。 
監査室は、各業務執行部門のリスク管
理の状況を監査し、その結果を定期的に
社長に報告し、重要な事項については経
営会議や取締役会へ報告を行う体制とし
ました。 
③ 子会社の管理 
事業投資先管理規定に定めた事項につ
いて、子会社を所管する部門より当社の
経営会議に付議・報告が行われ、特に重

要な事項については、当社の取締役会へ
付議・報告が行われております。 
監査室は、子会社の内部統制の有効性
を監査し、社長、業務執行取締役及び監
査役に対して結果報告を行いました。 
④ 監査役監査 
監査役は、取締役会への出席のほか、
経営会議など重要会議への出席、支店往
査、営業部門・管理部門のヒアリング、
子会社調査、代表取締役との意見交換会、
子会社・関連会社の監査役との連絡会議
の開催などを行いました。 
会計監査人に対しては、監査の独立性
と適正性を監視し、監査計画・会計監査
結果の報告を受け情報交換・意見交換を
行いました。監査室とは、定期的及び必
要の都度、相互に情報交換・意見交換を
行い、連携を密にして監査の実効性と効
率性の向上を図りました。 
⑤ 内部統制の基本方針の改定 
平成27年５月１日施行の会社法改正に
伴い、内部統制の基本方針を同年４月21
日開催の取締役会決議において同年５月
１日付で改定いたしました。主な改定内
容は、企業集団における業務の適正を確
保するための体制において子会社の内部
統制の体制の整備を追加し、また、子会
社の役職員から監査役への報告体制の整
備、報告者の不利益扱いの禁止等に関す
る方針を追加しております。 

 

  



 
01_0831801102806.docx 
明和産業㈱様 招集 2016/05/20 3:54:00印刷 18/18 
 

― 20 ― 

（3）株式会社の支配に関する基本方針
当社は現時点では、当該「基本方針」及
び「買収防衛策」につきましては、特に定
めておりません。 
一方で、大量株式取得行為のうち、当社
の企業価値及び株主共同の利益に資さない

ものについては適切な対応が必要と考えて
おり、今後の法制度の整備や社会的な動向
も見極めつつ、慎重に検討を行ってまいり
ます。 

以 上 
 
（表示単位） 
  1. 記載金額及び株式数は、表示単位未満を切り捨てております。 
  2. 比率については、四捨五入としております。 
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連結貸借対照表
（平成28年３月31日現在）

科 目 金 額 科 目 金 額
資 産 の 部 負 債 の 部

百万円 百万円
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形 及 び 売 掛 金
た な 卸 資 産
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両
器 具 及 び 備 品
土 地
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
長 期 貸 付 金
長 期 繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

44,339
1,151
36,297
6,105
232
757
△204
14,884
716
204
61
13
31
392
13
283

13,884
12,418

12
5

1,698
△250

流 動 負 債 28,129
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 24,764
短 期 借 入 金 1,499
１年内返済予定長期借入金 553
リ ー ス 債 務 8
未 払 法 人 税 等 281
賞 与 引 当 金 492
そ の 他 528

固 定 負 債 4,822
長 期 借 入 金 1,642
リ ー ス 債 務 14
長 期 繰 延 税 金 負 債 833
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 14
退 職 給 付 に 係 る 負 債 1,067
そ の 他 1,249

負 債 合 計 32,951
純 資 産 の 部

株 主 資 本 24,523
資 本 金 4,024
資 本 剰 余 金 2,761
利 益 剰 余 金 17,741
自 己 株 式 △3

その他の包括利益累計額 1,551
その他有価証券評価差額金 1,768
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △9
為 替 換 算 調 整 勘 定 615
退職給付に係る調整累計額 △824

非支配株主持分 199
純 資 産 合 計 26,273

資 産 合 計 59,224 負 債 及 び 純 資 産 合 計 59,224
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連結損益計算書
（自平成27年４月１日 至平成28年３月31日）

科 目 金 額
百万円 百万円

売 上 高 134,985
売 上 原 価 125,135
売 上 総 利 益 9,849
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 7,736
営 業 利 益 2,113
営 業 外 収 益
受 取 配 当 金 137
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 504
そ の 他 139 781

営 業 外 費 用
支 払 利 息 62
為 替 差 損 74
外 国 源 泉 税 38
そ の 他 43 218

経 常 利 益 2,675
特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 18
受 取 和 解 金 55
そ の 他 0 74

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 18
減 損 損 失 10
投 資 有 価 証 券 評 価 損 7
ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損 10
そ の 他 2 49

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,700
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 638
法 人 税 等 調 整 額 △13 625
当 期 純 利 益 2,075
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 17
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 2,057
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― 23 ―

連結株主資本等変動計算書
（自平成27年４月１日 至平成28年３月31日）

株 主 資 本
資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
平成27年４月１日残高 4,024 2,761 15,954 △3 22,736
連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 　 　 △334 　 △334
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 　 　 2,057 　 2,057

自己株式の取得 　 　 　 △0 △0
連結子会社の決算期の
変更に伴う増減 　 　 62 　 62
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) 　 　 　 　 　

連結会計年度中の変動額合計 － － 1,786 △0 1,786
平成28年３月31日残高 4,024 2,761 17,741 △3 24,523
　

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ
損 益

為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
平成27年４月１日残高 2,473 1 1,541 △658 3,357 191 26,286
連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 　 　 　 　 　 　 △334
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 　 　 　 　 　 　 2,057

自己株式の取得 　 　 　 　 　 　 △0
連結子会社の決算期の
変更に伴う増減 　 　 　 　 　 　 62
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) △704 △10 △925 △165 △1,805 7 △1,798

連結会計年度中の変動額合計 △704 △10 △925 △165 △1,805 7 △12
平成28年３月31日残高 1,768 △9 615 △824 1,551 199 26,273
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連結注記表
Ⅰ．連結計算書類の作成のための基本となる重要
な事項に関する注記等
１．連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数及び名称
連結子会社の数 ６社
連結子会社の名称
十全㈱、東京グラスロン㈱、ソーケン
㈱、㈱明和セールス、明和産業（上海）
有限公司、㈱武田商事

(2) 主要な非連結子会社の名称等
主要な非連結子会社の名称
明和産業貿易（大連保税区）有限公司
Meiwa Vietnam Co., Ltd.
連結の範囲から除いた理由
非連結子会社は、いずれも小規模であ
り、合計の総資産、売上高、当期純損
益（持分に見合う額）及び利益剰余金
等（持分に見合う額）等は、いずれも
連結計算書類に重要な影響を及ぼして
いないためであります。

２．持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用した関連会社の数及び主要
な会社等の名称
持分法を適用した関連会社の数 ３社
主要な会社等の名称
㈱鈴裕化学、クミ化成㈱
クミ化成㈱については、同社の子会社５
社に対する投資について持分法を適用し
て認識した損益が連結計算書類に与える
影響が大きいため、当該５社の損益をク
ミ化成㈱の損益に含めて計算しており、
持分法適用会社数はクミ化成㈱グループ
全体を１社として表示しております。

(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関
連会社の名称等
主要な会社等の名称
① 非連結子会社
明和産業貿易（大連保税区）有限公
司、Meiwa Vietnam Co., Ltd.

② 関連会社
㈱赤萩フランジ

持分法を適用しない理由
持分法を適用していない非連結子会社
又は関連会社は、当期純損益（持分に
見合う額）及び利益剰余金（持分に見
合う額）等からみて、持分法の対象か
ら除いても連結計算書類に及ぼす影響
が軽微であり、かつ、全体としても重
要性がないためであります。

(3) 持分法の適用の手続について特に記載す
べき事項
持分法適用会社のうち、決算日が連結決
算日と異なる会社については、当該会社
の事業年度に係る計算書類を使用してお
ります。
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３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、明和産業（上海）有限
公司の決算日は、12月31日であります。
従来、連結計算書類の作成にあたっては、
同日現在の計算書類を使用し、連結決算日
との間に生じた重要な取引については、連
結上必要な調整を行っておりましたが、よ
り適時適切な情報に基づき、財務情報とし
ての有用性を高めるため、当連結会計年度
より、連結決算日に仮決算を行う方法に変
更しております。
これに伴い、当連結会計年度における同社
の平成27年１月１日から平成27年３月31
日までの３か月分の損益については、利益
剰余金の増減として調整しております。

４．会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）
その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時
価法（評価差額は全部純資産直入法
により処理し、売却原価は移動平均
法により算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法

② デリバティブ取引等の評価基準及び評
価方法
デリバティブ 時価法

③ たな卸資産の評価基準及び評価方法
当社及び連結子会社は主として先入先
出法による原価法（貸借対照表価額は
収益性の低下による簿価切下げの方法
により算定）

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

当社は建物については定率法を、建物
以外については主に貸与資産であり定
額法を、国内連結子会社は定率法を、
また在外連結子会社は定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであ
ります。
建物 10年 ～30年
構築物 ５ 年 ～15年
機械及び装置 ５ 年 ～ ８ 年

② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについ
ては、社内における利用可能期間（５
年）に基づく定額法を採用しておりま
す。

③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取
引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価
額を零とする定額法を採用しており
ます。

(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、
一般債権については貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債権については
個別に回収可能性を検討し、回収不能
見込額を計上しております。
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② 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充
てるため、支給見込額に基づき当連結会
計年度に見合う分を計上しております。

③ 役員退職慰労引当金
子会社の一部では、役員の退職慰労金の
支出に備えるため、内規に基づく期末要
支給額を計上しております。

(4) その他連結計算書類の作成のための基本と
なる重要な事項
① ヘッジ会計の処理
繰延ヘッジ処理によっております。な
お、為替予約についてはすべて振当処理
の要件を満たしているため、振当処理を
採用しております。

② 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給
付見込額を当連結会計年度までの期間
に帰属させる方法については、給付算
定式基準によっております。
数理計算上の差異及び過去勤務費用の費
用処理方法
数理計算上の差異は、各連結会計年度
の発生時における従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数（10年）に
よる定額法により按分した額を、それ
ぞれ発生の翌連結会計年度から費用処
理しております。
過去勤務費用は、主としてその発生時
の従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数（10年）による定額法によ
り費用処理しております。

③ 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税
抜方式によっております。

Ⅱ．会計方針の変更
「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準
第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合
会計基準」という。）、「連結財務諸表に関する
会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年
９月13日。以下「連結会計基準」という。）及
び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計
基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業
分離等会計基準」という。）等を当連結会計年
度より適用し、支配が継続している場合の子会
社に対する当社の持分変動による差額を資本剰
余金として計上するとともに、取得関連費用を
発生した連結会計年度の費用として計上する方
法に変更いたしました。
また、連結会計年度の期首以後実施される企業
結合について、暫定的な会計処理の確定による
取得原価の配分額の見直しが企業結合年度の翌
年度に行われた場合には、当該見直しが行われ
た年度の期首残高に対する影響額を区分表示す
るとともに、当該影響額の反映後の期首残高を
記載する方法に変更いたします。
加えて、当期純利益等の表示の変更及び少数株
主持分から非支配株主持分への表示の変更を行
っております。
企業結合会計基準等の適用については、企業結
合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第
44－５項(4)及び事業分離等会計基準第57－
４項(4)に定める経過的な扱いに従っており、
当連結会計年度の期首時点から将来にわたって
適用しております。
なお、当連結会計年度において、連結計算書類
及び１株当たり情報に与える影響額はありませ
ん。
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Ⅲ．表示方法の変更
連結損益計算書
前連結会計年度において「営業外費用」に独
立掲記しておりました「売上割引」は金額的
重要性が乏しくなったため、当連結会計年度
は「その他」に含めて表示しております。

Ⅳ．連結貸借対照表に関する注記
１．資産に係る減価償却累計額
有形固定資産の減価償却累計額

1,122百万円
２．保証債務
連結会社以外の会社の金融機関等からの借
入金に対して、次のとおり債務保証を行っ
ております。
非連結子会社及び関連
会社の銀行借入等 62百万円
従業員住宅ローン 1百万円

計 63百万円
３．担保に供している資産及び担保に係る債務
(1) 担保に供している資産
投資有価証券 279百万円
(2) 担保に係る債務
仕入債務 959百万円

４．売上債権の流動化
受取手形譲渡額 99百万円
売掛金譲渡額 43百万円
売掛金流動化に伴う
遡及義務額 8百万円

事業報告書 2016年05月24日 14時35分 $FOLDER; 7ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告
書

招
集
ご
通
知

連
結
計
算
書
類

株
主
総
会
参
考
書
類

― 28 ―

　
Ⅴ．連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．発行済株式の総数に関する事項
当連結会計年度末における発行済株式の数
普通株式 41,780,000株

２．配当に関する事項
(1) 配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり
配 当 額 基 準 日 効力発生日

平成27年６月26日
定時株主総会 普通株式 334百万円 ８円 平成27年３月31日 平成27年６月29日

　

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
平成28年６月28日開催予定の平成27年度定時株主総会において、次のとおり決議を予定しておりま
す。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 334百万円
１株当たり配当額 ８円
基準日 平成28年３月31日
効力発生日 平成28年６月29日
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Ⅵ．金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項
当社グループは、資金運用について短期的な
預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入
により資金を調達しております。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスク
は、信用管理規定等に沿ってリスク低減を図
っております。また、投資有価証券は主とし
て株式であり、上場株式については四半期ご
とに時価の把握を行っております。
借入金の使途は運転資金であります。なお、

デリバティブは内部管理規定に従い、実需の
範囲で行うこととしております。

２．金融商品の時価に関する事項
平成28年３月31日（当期の連結決算日）に
おける連結貸借対照表計上額、時価及びこれ
らの差額については、次のとおりでありま
す。なお、時価を把握することが、極めて困
難と認められるものは、次表には含まれてい
ません。
（（注２）参照）

(単位：百万円)
連結貸借対照表
計上額（＊） 時 価 差 額

(1) 現金及び預金 1,151 1,151 －
(2) 受取手形及び売掛金 36,297 36,297 －
(3) 投資有価証券

その他有価証券 4,458 4,458 －
(4) 支払手形及び買掛金 （24,764） （24,764） －
(5) 短期借入金 （1,499） （1,499） －
(6) 長期借入金 （1,642） （1,645） △3
(7) デリバティブ取引 （13） （13） －
(＊) 負債に計上されているものについては、（ ）で表示しております。
　
(注１) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1) 現金及び預金、並びに(2) 受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。

(3) 投資有価証券
その他有価証券
株式は取引所の価格によっております。

(4) 支払手形及び買掛金、並びに(5) 短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。

(6) 長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で
割り引いて算定する方法によっております。
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(7) デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているもの
ヘッジ会計の方法ごとの連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額等
は、次のとおりです。

(単位：百万円)

ヘッジ会計
の方法

デリバティブ
取引の種類等

主なヘッジ
対象

契 約 額 等
時価 当該時価の

算定方法うち１年超

為替予約等の
振当処理

為替予約取引
先物為替相場に
よっている

売建
米ドル 703 － 3
人民元 売掛金 2 － －
ユーロ 7 － 0
買建
米ドル 1,169 － △16
人民元 買掛金 232 － △0
ユーロ 23 － △0

(注２) 非上場株式及び出資金（連結貸借対照表計上額7,959百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3) 投
資有価証券」には含めていません。

Ⅶ．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 624円34銭
１株当たり当期純利益 49円27銭
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貸借対照表
（平成28年３月31日現在）

科 目 金 額 科 目 金 額
資 産 の 部 負 債 の 部

百万円 百万円
流 動 資 産 32,015 流 動 負 債 22,378
現 金 及 び 預 金 505 支 払 手 形 3,037
受 取 手 形 7,257 買 掛 金 16,294
電 子 記 録 債 権 824 短 期 借 入 金 1,732
売 掛 金 18,658 １年内返済予定長期借入金 500
商 品 3,420 未 払 金 131
未 着 商 品 558 未 払 費 用 61
前 渡 金 6 未 払 法 人 税 等 157
前 払 費 用 3 前 受 金 53
繰 延 税 金 資 産 152 預 り 金 23
そ の 他 745 賞 与 引 当 金 362
貸 倒 引 当 金 △117 そ の 他 24

固 定 資 産 8,300 固 定 負 債 3,143
有 形 固 定 資 産 145 長 期 借 入 金 1,500
建 物 及 び 構 築 物 65 長 期 繰 延 税 金 負 債 493
機 械 及 び 装 置 60 そ の 他 1,149
車 両 0 負 債 合 計 25,522
器 具 及 び 備 品 18 純 資 産 の 部
土 地 0 株 主 資 本 13,451
無 形 固 定 資 産 204 資 本 金 4,024
投資その他の資産 7,950 資 本 剰 余 金 2,761
投 資 有 価 証 券 4,442 資 本 準 備 金 2,761
関 係 会 社 株 式 1,438 利 益 剰 余 金 6,669
出 資 金 214 利 益 準 備 金 337
関 係 会 社 出 資 金 473 そ の 他 利 益 剰 余 金 6,331
長 期 貸 付 金 0 繰 越 利 益 剰 余 金 6,331
更 生 債 権 等 178 自 己 株 式 △3
長 期 前 払 費 用 1 評価・換算差額等 1,342
前 払 年 金 費 用 270 その他有価証券評価差額金 1,351
そ の 他 1,109 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △9
貸 倒 引 当 金 △179 純 資 産 合 計 14,793

資 産 合 計 40,316 負 債 及 び 純 資 産 合 計 40,316
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損益計算書
（自平成27年４月１日 至平成28年３月31日）

科 目 金 額
百万円 百万円

売 上 高 103,843
売 上 原 価 98,533
売 上 総 利 益 5,309
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,181
営 業 利 益 1,128
営 業 外 収 益
受 取 配 当 金 732
そ の 他 41 773

営 業 外 費 用
支 払 利 息 65
売 上 割 引 28
外 国 源 泉 税 38
そ の 他 40 172

経 常 利 益 1,728
特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 18
受 取 和 解 金 55 73

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 2
関 係 会 社 出 資 金 評 価 損 7
ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損 10
そ の 他 0 21

税 引 前 当 期 純 利 益 1,781
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 326
法 人 税 等 調 整 額 107 434
当 期 純 利 益 1,346
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株主資本等変動計算書
（自平成27年４月１日 至平成28年３月31日）

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金 資本剰余金合計
百万円 百万円 百万円

平成27年４月１日残高 4,024 2,761 2,761
事業年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 　 　 　
当 期 純 利 益 　 　 　
自己株式の取得 　 　 　
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額) 　 　 　

事業年度中の変動額合計 － － －
平成28年３月31日残高 4,024 2,761 2,761

株 主 資 本
利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株主資本合計
利 益 準 備 金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金
百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

平成27年４月１日残高 337 5,319 5,657 △3 12,438
事業年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 　 △334 △334 　 △334
当 期 純 利 益 　 1,346 1,346 　 1,346
自己株式の取得 　 　 　 △0 △0
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額) 　 　 　 　 　

事業年度中の変動額合計 － 1,012 1,012 △0 1,012
平成28年３月31日残高 337 6,331 6,669 △3 13,451

事業報告書 2016年05月24日 14時35分 $FOLDER; 13ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告
書

株
主
総
会
参
考
書
類

招
集
ご
通
知

連
結
計
算
書
類

― 34 ―

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金 繰延ヘッジ損益 評価・換算
差額等合計

百万円 百万円 百万円 百万円
平成27年４月１日残高 1,920 1 1,922 14,361
事業年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 　 　 　 △334
当 期 純 利 益 　 　 　 1,346
自己株式の取得 　 　 　 △0
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額) △569 △10 △580 △580

事業年度中の変動額合計 △569 △10 △580 432
平成28年３月31日残高 1,351 △9 1,342 14,793
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個別注記表
Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は移動平均法に
より算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法
デリバティブ 時価法

(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法（貸借対照表価額
は収益性の低下による簿価切下げの方法に
より算定）

２．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）
建物については定率法を、建物以外につい
ては主に貸与資産であり、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は次のとおりでありま
す。
建物 10年 ～18年
構築物 ５ 年 ～15年
機械及び装置 ５ 年 ～ ８ 年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについて
は、社内における利用可能期間（５年）に
基づく定額法を採用しております。

(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に
係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零
とする定額法を採用しております。

３．引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一
般債権については貸倒実績率により、貸倒
懸念債権等特定の債権については個別に回
収可能性を検討し、回収不能見込額を計上
しております。

(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、支給見込額に基づき当期に見合う
分を計上しております。

(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年
度末における退職給付債務及び年金資産の
見込額に基づき計上しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時
における従業員の平均残存勤務期間以内の
一定の年数（10年）による定額法により
按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度
から費用処理しております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平
均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）
による定額法により費用処理しておりま
す。
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤
務費用の貸借対照表における取扱いが連結
貸借対照表と異なります。
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４．その他計算書類の作成のための基本となる重
要な事項
(1) ヘッジ会計の処理
繰延ヘッジ処理によっております。なお、
為替予約についてはすべて振当処理の要件
を満たしているため、振当処理を採用して
おります。

(2) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜
方式によっております。

Ⅱ．会計方針の変更
「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準
第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合
会計基準」という。）及び「事業分離等に関す
る会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年
９月13日。以下「事業分離等会計基準」とい
う。）等を当事業年度より適用し、取得関連費
用を発生した事業年度の費用として計上する方
法に変更いたしました。
また、当事業年度の期首以後実施される企業結
合について、暫定的な会計処理の確定による取
得原価の配分額の見直しが企業結合年度の翌年
度に行われた場合には、当該見直しが行われた
年度の期首残高に対する影響額を区分表示する
とともに、当該影響額の反映後の期首残高を記
載する方法に変更いたします。
企業結合会計基準等の適用については、企業結
合会計基準第58－２項（４）及び事業分離等
会計基準第57－４項（４）に定める経過的な
扱いに従っており、当事業年度の期首時点から
将来にわたって適用しております。
なお、当事業年度において、計算書類及び１株
当たり情報に与える影響額はありません。

Ⅲ．表示の変更
損益計算書
前事業年度において「特別損失」に独立掲記し
ておりました「固定資産除却損」は金額が僅少
となったため、当事業年度は「その他」に含め
て表示しております。
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Ⅳ．貸借対照表に関する注記
１．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区
分表示したものを除く）
短期金銭債権 2,389百万円
短期金銭債務 625百万円

２．資産に係る減価償却累計額
有形固定資産の減価償却累計額

589百万円
３．保証債務
他の会社等の金融機関等からの借入債務及び
取引先からの仕入債務に対し、保証を行って
おります。
十全㈱ 94百万円
明和産業（上海）
有限公司 1,423百万円
Meiwa (Thailand)
Co., Ltd. 20百万円
Thai Meiwa
Trading Co., Ltd. 41百万円
従業員住宅ローン 1百万円
計 1,581百万円

４．担保に供している資産及び担保に係る債務
(1) 担保に供している資産
投資有価証券 235百万円
(2) 担保に係る債務
仕入債務 946百万円

５．売上債権の流動化
受取手形譲渡高 99百万円
売掛金譲渡高 43百万円
売掛金流動化に伴う
遡及義務額 8百万円

Ⅴ．損益計算書に関する注記
関係会社との取引
営業取引による取引高
売上高 7,261百万円
仕入高 1,366百万円
営業取引以外の取引による取引高

639百万円

Ⅵ．株主資本等変動計算書に関する注記
１．当事業年度末における発行済株式の数
普通株式 41,780,000株

２．当事業年度末における自己株式の数
普通株式 16,731株

Ⅶ．税効果会計に関する注記
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な
原因別の内訳

繰延税金資産
賞与引当金 112百万円
貸倒引当金損金算入
限度超過額 35百万円
その他 46百万円
繰延税金資産小計 194百万円
評価性引当額 △41百万円
繰延税金資産合計 152百万円

長期繰延税金資産
投資有価証券評価損 351百万円
関係会社株式評価損 116百万円
貸倒引当金損金算入
限度超過額 54百万円
その他 104百万円
長期繰延税金資産小計 626百万円
評価性引当額 △607百万円
長期繰延税金資産合計 19百万円

長期繰延税金負債
前払年金費用 △82百万円
その他有価証券評価
差額金 △430百万円
長期繰延税金負債合計 △513百万円

差引：
長期繰延税金負債の
純額 △493百万円
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等
の負担率との間に重要な差異があるときの、
当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 33.06％
（調整）
交際費等永久に損金に
算入されない項目 1.93％
受取配当金等永久に益金
に算入されない項目 △10.97％
外国源泉税 0.71％
住民税均等割等 0.47％
評価性引当額 △0.90％
税率変更による期末繰延
税金資産の減額修正 0.19％
その他 △0.09％
税効果会計適用後の
法人税等の負担率 24.40％

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及
び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び
「地方税法等の一部を改正する等の法律」が
平成28年３月29日に国会で成立したことに
伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税
金負債の計算（ただし、平成28年４月１日
以降解消されるものに限る）に使用した法定
実効税率は、前事業年度の32.34％から、回
収又は支払が見込まれる期間が平成28年４
月１日から平成30年３月31日までのものは
30.86％、平成30年４月１日以降のものに
ついては30.62％にそれぞれ変更されており
ます。
その結果、繰延税金負債の金額（繰延税金資
産の金額を控除した金額）が20百万円減少
し、当事業年度に計上された法人税等調整額
が３百万円、その他有価証券評価差額金が
24百万円それぞれ増加し、繰延ヘッジ損益
は０百万円減少しております。
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Ⅷ．関連当事者との取引に関する注記
１．親会社及び法人主要株主等

(単位：百万円)

属 性 会社等の名称
議決権等の
所有(被所有)
割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

その他の
関係会社 三菱商事㈱ 被所有

直接 33.1%

商品の売買
同社従業員１人が
役員に就任
２人が被出向

商品の販売他 149 売掛金 19
商品の購入他 663 買掛金 170

－ － 未収入金 6
取引条件及び取引条件の決定方針等
商品販売価格及び商品購入価格は、国内取引においては主として市場実勢価格を基準にして取引の都度決定しており、また、貿易取引にお
いては主として双方の採算に基づく見積りを提示して取引の都度、交渉により決定しております。

　
２．子会社及び関連会社等

（単位：百万円）

属 性 会社等の名称
議決権等の
所有(被所有)
割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

子会社

十全㈱ 所有
直接 90.4%

商品の売買
資金の借入
当社役員１人
従業員３人が
役員に就任

商品の販売他 149 売掛金 50
商品の購入他 80 買掛金 24
資金の借入 150 短期借入金 320支払利息 1
受取配当金 78 － －

－ － 保証債務 94

東京
グラスロン㈱

所有
直接 97.1%

商品の売買
当社従業員
４人が役員に
就任

商品の販売他 2,946 受取手形 572
売掛金 307

商品の購入他 1 買掛金 0
受取配当金 62 － －
支払利息 12 － －

㈱明和セールス 所有
直接 51.0%

資金の貸付
当社役員１人
従業員２人が
役員に就任

－ － 短期貸付金 200
受取利息 4 － －

－ － 未払金 0

明和産業（上
海）有限公司

出資
直接 100.0%

商品の売買
当社役員３人
従業員等６人が
役員に就任

商品の販売他 774 売掛金 166
商品の購入他 170 買掛金 8
受取配当金 384 未収入金 0

－ － 保証債務 1,423

関連会社
クミ化成㈱ 所有

直接 39.9%

商品の売買
当社役員１人
従業員等２人が
役員に就任

商品の販売他 845 電子記録債権 275
売掛金 82

商品の購入他 177 買掛金 81
受取配当金 47 － －

P.T. Pakarti
Riken Indonesia

所有
直接 20.0%

商品の売買
当社役員１人が
役員に就任

商品の販売他 71 売掛金 21
受取配当金 17 未収入金 17

(1) 商品販売価格及び商品購入価格は、主として市場実勢価格を基準として取引の都度決定しております。支払条件については一般の支払条
件に準じております。

(2) 十全㈱からの借入金については、グループ間での資金集中管理のため、同社の余剰資金を預っているものであり、借入利率については市
場金利等を勘案して決定しております。

(3) ㈱明和セールスに対する貸付については、運転資金として貸付けたものであり、利率は市場金利を勘案して決定しております。
(4) 子会社及び関連会社等に対し、合計52百万円の貸倒引当金を計上しております。また、当事業年度において合計52百万円の貸倒引当金
繰入額を計上しております。
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Ⅸ．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 354円22銭
１株当たり当期純利益 32円24銭

Ⅹ．その他の注記
退職給付関係
(1) 採用している退職給付制度の概要
確定給付型の制度として、確定給付企業年
金制度を採用しております。

(2) 退職給付債務及びその内訳
退職給付債務 5,705百万円
年金資産 △4,787百万円
未積立退職給付債務 917百万円
未認識過去勤務費用 70百万円
未認識数理計算上
の差異 △1,258百万円

前払年金費用 △270百万円
(3) 退職給付費用の内訳
勤務費用 130百万円
利息費用 55百万円
期待運用収益 △92百万円
過去勤務費用の
費用処理額 △10百万円

数理計算上の差異の
費用処理額 179百万円

退職給付費用合計 261百万円

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
割引率 1.0％
長期期待運用収益率 2.0％
退職給付見込額の
期間配分方法 給付算定式基準
過去勤務債務の
処理年数 10年
数理計算上の差異の
処理年数 10年
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本
 

独立監査人の監査報告書 
 平成28年５月13日
 明 和 産 業 株 式会社
 取 締 役 会 御中
 有限責任監査法人 トーマツ 
 

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 茂 木 浩 之 ㊞
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 西 川 福 之 ㊞

 
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、明和産業株式会社の平成27年４月１日
から平成28年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。 
 
連結計算書類に対する経営者の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結
計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運
用することが含まれる。 
 
監査人の責任 
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に
対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。 
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施
される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽
表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について
意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討
する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行わ
れた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。 
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 
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監査意見 
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、明和産業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係
る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 
 
利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。 

以 上 
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会計監査人の監査報告書 謄本
 

独立監査人の監査報告書 
 平成28年５月13日
 明 和 産 業 株 式会社
 取 締 役 会 御中
 有限責任監査法人 トーマツ 
 

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 茂 木 浩 之 ㊞
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 西 川 福 之 ㊞

 
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、明和産業株式会社の平成27年４
月１日から平成28年３月31日までの第97期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。 
 
計算書類等に対する経営者の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算
書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と
判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
 
監査人の責任 
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びそ
の附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥
当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及び
その附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画
を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するた
めの手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及
びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的
は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方
針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及
びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。 
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 
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監査意見 
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益
の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 
 
利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。 

以 上 
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監査役会の監査報告書 謄本
 

監 査 報 告 書 当監査役会は、平成27年４月１日から平成28年３月31日までの事業年度の取締役の職務の執行に関し
て、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたし
ます。 
1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告
を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。 

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締
役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとと
もに、以下の方法で監査を実施しました。 
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及
び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎
通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。 

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして
会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該
決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築
及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。 

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制｣（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準｣（平成17年10月28日企業会計審議会）
等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。 
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益

計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。 

2. 監査の結果 
（1）事業報告等の監査結果 
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。 

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。 

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含
め、指摘すべき事項は認められません。 

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果 
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。 

（3）連結計算書類の監査結果 
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。  平成28年５月20日 

明和産業株式会社 監査役会 
常勤監査役 松 前 廣 礼 ㊞
社外監査役 和 田 光 弘 ㊞
社外監査役 北 島 雅 幸 ㊞
社外監査役 木 下 勝 也 ㊞
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議案及び参考事項 
第１号議案 剰余金の処分の件 
当社は、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保するとともに、安
定的かつ継続的に利益配分を行うことを基本方針としております。このような方針のもと、
当期の期末配当につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。 
（1）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 
  当社普通株式１株につき 金８円 総額334,106,152円 
（2）剰余金の配当が効力を生じる日 
  平成28年６月29日 
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第２号議案 定款一部変更の件 
1. 提案の理由 
｢会社法の一部を改正する法律｣（平成26年法律第90号）が平成27年５月１日に施行さ
れ、新たな機関設計として監査等委員会設置会社制度が創設されました。当社は、取締
役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを一層強化することで、より透明
性の高い経営の実現と経営の機動性の向上の両立を目指すべく、監査等委員会設置会社
に移行することとし、当社定款につきまして所要の変更を行うものであります。 
併せて、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会決議によって取締
役の責任を法令の範囲内で一部免除できる旨を定めるものであります。なお、第28条第
１項の新設につきましては、各監査役の同意を得ております。 
なお、本定款変更は本総会終結の時に効力が発生するものといたします。 

2. 変更の内容 
 変更の内容は、次のとおりであります。 

（下線は変更部分です） 
 

現 行 定 款 変 更 案 
第18条（取締役の員数） 
 当会社に取締役10名以内を置く。 
 

（新 設） 

第18条（取締役の員数） 
 当会社に取締役（監査等委員であるものを除
く｡）10名以内を置く。 
2. 当会社に監査等委員である取締役（以下、｢監
査等委員」という。）５名以内を置く。 

第19条（取締役の選任） 
 取締役は株主総会の決議によって選任する。 
 
2. （条文省略） 
3. （条文省略） 

第19条（取締役の選任） 
 取締役は、監査等委員とそれ以外の取締役とを
区別して株主総会の決議によって選任する。 
2. （現行どおり） 
3. （現行どおり） 

第20条（取締役の任期） 
 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事
業年度に関する定時株主総会終結の時までとす
る。 

（新 設） 
 
 
 

（新 設） 

第20条（取締役の任期） 
 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事
業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終
結の時までとする。 
2. 前項の規定にかかわらず、監査等委員の任期
は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
とする。 
3. 補欠として選任された監査等委員の任期は、
退任した監査等委員の任期の満了する時までと
する。 
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現 行 定 款 変 更 案 

第21条（条文省略） 
 

第21条（現行どおり）

第22条（取締役会の招集） 
（条文省略） 

2. 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査
役に対し会日の２日前までに発する。 

 但し、緊急の場合には、この期間を短縮するこ
とができる。 

3. 取締役及び監査役全員の同意がある場合は、
招集の手続きを経ずに取締役会を開催すること
ができる。 
 

第22条（取締役会の招集） 
（現行どおり） 

2. 取締役会の招集通知は、各取締役に対し会日
の２日前までに発する。但し、緊急の場合に
は、この期間を短縮することができる。 
 
3. 取締役全員の同意がある場合は、招集の手続
きを経ずに取締役会を開催することができる。 

第23条（条文省略） 第23条（現行どおり）

第24条（取締役会の決議の省略） 
 前条に係わらず取締役全員が書面または電磁的
記録により同意したときは、当該決議事項を可決
する旨の取締役会の決議があったものとみなす。
但し、監査役が異議を述べたときにはこの限りで
ない。 
 

第24条（取締役会の決議の省略） 
 前条に係わらず取締役全員が書面または電磁的
記録により同意したときは、当該決議事項を可決
する旨の取締役会の決議があったものとみなす。 

（新 設） 第25条 (業務執行の決定の取締役への委任)
 当会社は、会社法第399条の13第６項の規定に
より、取締役会の決議によって重要な業務執行 
(同条第５項各号に掲げる事項を除く｡) の決定の全
部または一部を取締役に委任することができる。 

（新 設） 第26条 (取締役会規則)
 取締役会に関する事項は、法令または定款に定
めるもののほか、取締役会において定める取締役
会規則による。 

第25条（取締役の報酬等） 
 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価と
して当会社から受ける財産上の利益（以下「報酬
等」という｡）は、株主総会の決議によって定め
る。 

第27条（取締役の報酬等） 
 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価と
して当会社から受ける財産上の利益（以下「報酬
等」という｡）は、株主総会の決議によって監査等
委員とそれ以外の取締役とを区別して定める。 
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現 行 定 款 変 更 案 

第26条（取締役の責任免除） 
(新 設) 
 
 
 
 
 

 当会社は、会社法第427条第１項の規定によ
り、取締役（業務執行取締役等であるものを除
く）との間に、同法第423条第１項に規定する取
締役（業務執行取締役等であるものを除く）の損
害賠償責任を限定する契約を締結することができ
る。 
 但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、
８百万円以上であらかじめ定めた金額または法令
が規定する額のいずれか高い額とする。 

第28条（取締役の責任免除） 
 当会社は、取締役会の決議によって、取締役 
(取締役であった者を含む｡) の会社法第423条第１
項の賠償責任について法令に定める要件に該当す
る場合には賠償責任額から法令に定める最低責任
限度額を控除して得た額を限度として免除するこ
とができる。 
2. 当会社は、会社法第427条第１項の規定によ
り、取締役（業務執行取締役等であるものを除
く｡）との間に、同法第423条第１項に規定する
取締役（業務執行取締役等であるものを除く｡）
の賠償責任について法令に定める要件に該当す
る場合には賠償責任を限定する契約を締結する
ことができる。但し、当該契約に基づく賠償責
任の限度額は、８百万円以上であらかじめ定め
た金額または法令が規定する最低責任限度額の
いずれか高い額とする。 

第27条（条文省略） 
 

第29条（現行どおり）

第５章 監査役及び監査役会 第５章 監査等委員会 
第28条（監査役及び監査役会） 
 当会社は監査役及び監査役会を置く。 
 

第30条（監査等委員会の設置） 
 当会社は監査等委員会を置く。 

第29条 (監査役の員数) 
 当会社に監査役５名以内を置く。 
 

（削 除） 

第30条 (監査役の選任) 
 監査役は株主総会の決議によって選任する。 
2. 監査役の選任決議は、議決権を行使すること
ができる株主の議決権の３分の１以上を有する
株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過
半数をもって行なう。 
 

（削 除） 
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現 行 定 款 変 更 案 

第31条 (監査役の任期) 
 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事
業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終
結の時までとする。 
 

（削 除） 

第32条（常勤監査役及び常任監査役）
 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を
選定する。 
2. 監査役会は、その決議によって常任監査役を
選定することができる。 
 

（削 除） 

第33条（監査役会の招集） 
 監査役会の招集通知は、各監査役に対し会日の
２日前までに発する。 
 但し、緊急の場合には、この期間を短縮するこ
とができる。 
2. 監査役全員の同意がある場合は、招集の手続
きを経ずに監査役会を開催することができる。 

第31条（監査等委員会の招集） 
 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対
し会日の２日前までに発する。 
 但し、緊急の場合には、この期間を短縮するこ
とができる。 
2. 監査等委員全員の同意がある場合は、招集の
手続きを経ずに監査等委員会を開催することが
できる。 

第34条（監査役会の決議の方法） 
 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場
合を除き、監査役の過半数をもって行う。 
 

第32条（監査等委員会の決議の方法） 
 監査等委員会の決議は、監査等委員の過半数が
出席し、その過半数をもって行う。 

（新 設） 第33条 (監査等委員会規則) 
 監査等委員会に関する事項は、法令または定款
に定めるもののほか、監査等委員会において定め
る監査等委員会規則による。 

第35条 (監査役の報酬等) 
 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定
める。 
 

（削 除） 
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現 行 定 款 変 更 案 

第36条 (監査役の責任免除) 
 当会社は、会社法第427条第１項の規定によ
り、監査役との間に、同法第423条第１項に規定
する監査役の損害賠償責任を限定する契約を締結
することができる。 
 但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、
８百万円以上であらかじめ定めた金額または法令
が規定する額のいずれか高い額とする。 
 

（削 除） 

第37条～第39条（条文省略） 
 

第34条～第36条（現行どおり） 

第40条（会計監査人の報酬等） 
 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会
の同意を得て定める。 
 

第37条（会計監査人の報酬等） 
 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委
員会の同意を得て定める。 

第41条～第44条（条文省略） 
 

第38条～第41条（現行どおり） 

（新 設） 附則 (監査役の責任免除に関する経過措置)
 平成27年度定時株主総会終結前の監査役（監査
役であった者を含む｡）の行為に関する会社法第
423条第１項の賠償責任を限定する契約について
は、なお同定時株主総会の決議による変更前の定
款第36条の定めるところによる。 
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第３号議案 取締役（監査等委員であるものを除く｡）７名選任の件 
当社は第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行
いたします。つきましては、取締役全員（７名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となり
ますので、取締役（監査等委員であるものを除く｡）７名の選任をお願いいたしたいと存じます。 
取締役候補者は、次のとおりです。 
なお、当社「社外役員の独立性基準」は、下記のウェブサイトで公開しております。 
http://www.meiwa.co.jp/csr/pdf/guideline.pdf 
 

１. 
まつ  い  じゅん  いち
松  井  淳  一 （昭和26年12月５日生）【再任】

 
■ 略歴及び地位・担当 
昭和50年４月 当社入社
平成13年７月 石油部長 
平成14年５月 燃料本部副本部長 
平成17年６月 石油本部副本部長 
平成18年４月 中国総代表兼明和産業（上

海）有限公司総経理 
平成20年６月 取締役中国総代表兼明和産

業（上海）有限公司総経理

平成21年４月 取締役化学品本部長
平成23年６月 常務取締役化学品本部長 
平成25年４月 常務取締役化学品・石油製

品本部長 
平成26年４月 常務取締役営業部門管掌兼

化学品・石油製品本部長 
平成28年４月 常務取締役営業部門管掌

(現職） 
 
■ 重要な兼職の状況 
十全株式会社取締役 (注１)、明和産業（上海）有限公司董事（注１） 

 
■ 所有する当社の株式数 
19,900株 

 
■ 取締役会への出席状況  
12回／12回（100％） 

 
■ 在籍年数（本総会終結時） 
８年 

 
■ 取締役（監査等委員であるものを除く｡）候補者とした理由 
同氏は、長年にわたり石油製品関連の事業に携わり、取締役就任後は、当社グループの重点
戦略国である中国の総代表として同国における石油製品取引の拡大を実現しました。その後
は、当社グループの主要事業である化学品・石油製品関連事業全般を担当し、現在は、営業
部門全般を担っております。当社グループを取り巻くグローバルな環境変化への対応を始
め、経営の重要事項に対し、積極的な意見・提言を行っており、幅広い経験や知見を当社グ
ループの業績及び企業価値向上に、さらに寄与することができると判断しましたので、同氏
を取締役（監査等委員であるものを除く｡）候補者としました。

 
■ 当社との特別の利害関係 
特別の利害関係はありません。   
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２. 

は せ がわ   りゅう
長 谷 川   龍 （昭和30年４月20日生）【再任】

 
■ 略歴及び地位・担当 
昭和53年４月 三菱化成株式会社〔現三菱

化学㈱〕入社 
平成15年６月 三菱化学株式会社炭素・無

機部門炭素事業部グループ
マネージャー 

平成16年４月 同社炭素部門炭素事業部グ
ループマネージャー 

平成17年１月 同社炭素部門炭素事業部コ
ークス・石炭グループマネ
ージャー

平成18年４月 同社炭素部門炭素企画室長
平成19年10月 三菱化学ヨーロッパ社社長
平成23年１月 三菱化学株式会社コーポレ

ートマーケティング部長 
平成25年６月 当社取締役経営企画担当 
平成26年10月 取締役監査室長兼経営企画

担当 
平成27年４月 取締役経営企画担当 
     ６月 取締役海外・開発担当（現

職） 
 
■ 重要な兼職の状況 
明和産業（上海）有限公司董事（注１）

 
■ 所有する当社の株式数 
2,900株 

 
■ 取締役会への出席状況 
12回／12回（100％） 

 
■ 在籍年数（本総会終結時） 
３年 

 
■ 取締役（監査等委員であるものを除く｡）候補者とした理由 
同氏は、長年にわたり当社の主要事業である化学品関連の事業に携わり、取締役就任後は、
経営企画全般を担った後、現在は、中期経営計画の重点課題である海外・開発関連全般を担
っております。当期は、タイ及びインドネシアに現地法人を開設し、東南アジアにおけるビ
ジネス拡大へ向けて業務を遂行しており、経営の重要事項に対しても積極的な意見・提言を
行っており、幅広い経験や知見を当社グループの業績及び企業価値向上に、さらに寄与する
ことができると判断しましたので、同氏を取締役（監査等委員であるものを除く｡）候補者と
しました。 

 
■ 当社との特別の利害関係 
特別の利害関係はありません。
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３. 

おお  とも のぶ ひこ
大  友  伸  彦 （昭和31年１月11日生）【再任】

 
■ 略歴及び地位・担当 
昭和54年４月 三菱商事株式会社入社
平成13年４月 同社フッ素ケミカルユニッ

トマネージャー 
平成21年４月 MC山三ポリマーズ株式会

社代表取締役社長 
平成23年３月 米国三菱商事会社本店化学

品部門担当シニア・バイ
ス・プレジデント

平成24年４月 北米三菱商事会社化学品部
門担当シニア・バイス・プ
レジデント 

平成27年６月 当社取締役経営企画担当
(現職) 

 
■ 所有する当社の株式数 
10,900株 

 
■ 取締役会への出席状況 
10回／10回（100％）(注２)

 
■ 在籍年数（本総会終結時） 
１年 

 
■ 取締役（監査等委員であるものを除く｡）候補者とした理由 
同氏は、当社の主要事業である化学品事業に三菱商事株式会社またはその子会社の役員や幹
部社員として携わるとともに、長年にわたる海外での業務経験により、経営全般に関する深
い知識とグローバルな知見を有しております。取締役就任後は、経営企画全般を担ってお
り、豊富な経験と幅広い知見に基づき経営全般について、積極的に意見・提言を行っており
ます。経営の監督と執行、当社グループの業績及び企業価値向上に向けて、取締役会におけ
る重要な意思決定機能の強化を図るためにさらに寄与することができると判断しましたの
で、同氏を取締役（監査等委員であるものを除く｡）候補者としました。 

 
■ 当社との特別の利害関係 
特別の利害関係はありません。
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４. 
お  くび たか し
尾  首  貴  士 （昭和31年６月６日生）【再任】

 
■ 略歴及び地位・担当 
昭和55年４月 三菱化成株式会社〔現三菱

化学㈱〕入社 
平成11年５月 三菱化学株式会社合繊原料

カンパニーテレフタル酸事
業部グループマネージャー

平成14年11月 三南石油化学株式会社取締
役副社長 

平成19年４月 三菱化学株式会社ポリマー
本部フェノール・ポリカー
ボネート事業部長

平成22年４月 同社大阪支社長
平成25年４月 三菱化学（中国）商貿有限

公司董事長兼総経理 
平成27年６月 当社取締役大阪支店長（現

職） 

 
■ 所有する当社の株式数 
2,900株 

 
■ 取締役会への出席状況 
10回／10回（100％）(注２)

 
■ 在籍年数（本総会終結時） 
１年 

 
■ 取締役（監査等委員であるものを除く｡）候補者とした理由 
同氏は、長年にわたり当社の主要事業である化学品関連の事業に携わるとともに、当社の重
点戦略国である中国においても豊富な経験と知見を有しております。取締役就任後は、大阪
支店長として西日本全体を統括し、地域に根差したマーケティングを行い、地場の有力取引
先との関係強化やビジネスの拡大を図っております。また、経営の重要事項に対しても積極
的な意見・提言を行っており、幅広い経験や知見を当社グループの業績及び企業価値向上
に、さらに寄与することができると判断しましたので、同氏を取締役（監査等委員であるも
のを除く｡）候補者としました。

 
■ 当社との特別の利害関係 
特別の利害関係はありません。
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５. 
い が らし あき ゆき
五 十 嵐  章  之 （昭和31年９月28日生）【新任】

 
■ 略歴及び地位・担当 
昭和55年４月 三菱商事株式会社入社
平成19年４月 同社生活産業グループコン

トローラー 
平成21年４月 同社金属グループコントロ

ーラー 
平成22年４月 同社金属グループ管理部長
     ６月 株式会社メタルワン執行役

員CFO経営管理本部長

平成26年５月 エムシー・ファーティコム
株式会社常務取締役総務経
理本部長 

平成28年６月 当社社長付（現職） 

 
■ 重要な兼職の状況 
クミ化成株式会社社外監査役（注３）

 
■ 所有する当社の株式数 
― 

 
■ 取締役（監査等委員であるものを除く｡）候補者とした理由 
同氏は、長年の経験により商社の財務及び会計関連業務に精通しているとともに、複数の企
業において経営全般に関わる業務執行を行っており、財務及び会計に関する相当な知見はも
とより、経営全般に関する豊富な経験と知見を有しております。これらを通じて得た経験と
知見を経営戦略の立案・審議や執行の監督などに活かすことにより、当社グループの業績及
び企業価値向上に寄与することができると判断しましたので、同氏を取締役（監査等委員で
あるものを除く｡）候補者としました。

 
■ 当社との特別の利害関係 
特別の利害関係はありません。
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６. 
みなみ   とし ふみ
南    敏  文 （昭和22年11月26日生）【再任】【社外取締役】【独立役員】

 ■ 略歴及び地位・担当 
昭和47年４月 大阪地方裁判所判事補
平成２年４月 東京高等裁判所判事 
平成５年９月 東京地方裁判所部総括判事
平成10年４月 横浜地方裁判所部総括判事
平成13年４月 東京地方裁判所所長代行 
平成14年７月 徳島地方裁判所長兼徳島家

庭裁判所長 
平成16年２月 京都家庭裁判所長 

平成17年７月 東京高等裁判所部総括判事
平成23年３月 東京高等裁判所部総括判事

兼長官代行 
平成24年11月 同所退官 
平成25年２月 シティユーワ法律事務所弁

護士（現職） 
 株式会社キューソー流通シ

ステム監査役（現職） 
平成25年６月 当社取締役（現職） ■ 重要な兼職の状況 

シティユーワ法律事務所弁護士、株式会社キューソー流通システム社外監査役  
■ 所有する当社の株式数 
―  ■ 取締役会への出席状況 
12回／12回（100％）  ■ 在籍年数（本総会終結時） 
３年  ■ 社外取締役（監査等委員であるものを除く｡）候補者とした理由 
同氏は、長年にわたって裁判官を務めており、法令に関する極めて高い見識と豊富な経験を
有しております。取締役就任後は、法令に関する事項はもとより、経営の重要事項全般に対
して積極的に意見・提言をいただいており、引き続き当社の経営を監督していただくことが
最適であると判断しましたので、監査等委員でない社外取締役候補者としました。同氏は、
過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはあ
りませんが、上記の理由から監査等委員でない社外取締役としての職務を適切に遂行できる
ものと判断しております。 ■ 独立性に関する事項 
当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届け出てお
り、同氏が取締役に再任され就任した場合には、独立役員の指定を継続いたします。 
同氏は、シティユーワ法律事務所に弁護士として在籍しておりますが、同所と当社との間に
取引関係はありません。また、同氏は、株式会社キューソー流通システムの社外監査役に就
任しておりますが、同社と当社との間に取引関係はありません。 ■ 当社との特別の利害関係 
特別の利害関係はありません。 ■ 責任限定契約の内容の概要 
当社は、同氏との間で、会社法第427条第１項及び定款の規定に基づき、会社法第423条第
１項の賠償責任に関し、８百万円または法令に定める金額のうちいずれか高い額を限度とす
る旨の責任限定契約を締結しております。同氏が取締役に再任され就任した場合には、当社
と同氏の間で当該契約を継続する予定です。    
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７. 

こん  の まさ と
今  野  将  人 （昭和37年２月１日生）【新任】【社外取締役】 

 
■ 略歴及び地位・担当 
昭和60年４月 三菱商事株式会社入社
平成11年６月 同社塩化ビニールユニット
平成16年７月 ACLO Compounders  
 Inc. 取締役社長 
平成21年４月 三菱商事株式会社石化中間

原料部 

平成25年１月 同社汎用化学品第一本部新
機能商品開発室長 

平成28年４月 同社化学品グループフェニ
ックス部長兼機能化学品本
部新機能商品開発室長（現
職） 

 
■ 重要な兼職の状況 
三菱商事株式会社化学品グループフェニックス部長兼機能化学品本部新機能商品開発室長

 
■ 所有する当社の株式数 
― 

 
■ 社外取締役（監査等委員であるものを除く｡）候補者とした理由 
同氏は、長年にわたる三菱商事株式会社における業務執行を通じて、商社の化学品関連事業
に関する幅広い経験と知見を有しております。これらを通じて得た経験と知見を活かし、経
営の重要事項全般に対して積極的に意見・提言をいただくとともに、当社の経営を監督して
いただくことが最適であると判断しましたので、監査等委員でない社外取締役候補者としま
した。 

 
■ 独立性に関する事項 
同氏は、当社の主要株主である三菱商事株式会社の業務執行に携わっているため、東京証券
取引所の定めに基づく独立役員として指定しておりません。但し、同社と当社との間には商
品に関する取引がありますが、直近３事業年度における当社グループの売上高に対する割合
は年平均で0.1％未満であり、特別の利害関係を生じさせる重要性は無く、一般株主と利益相
反の生じるおそれは無いものと判断しております。

 
■ 当社との特別の利害関係 
特別の利害関係はありません。

 
■ 責任限定契約の内容の概要 
同氏が取締役に選任され就任した場合には、当社と同氏との間で、会社法第427条第１項及
び定款の規定に基づき、会社法第423条第１項の賠償責任に関し、８百万円または法令に定
める金額のうちいずれか高い額を限度とする旨の責任限定契約を締結する予定です。

 
（注）1. 当社の連結子会社であります。 

2. 大友伸彦、尾首貴士の両氏が取締役に就任後に開催された取締役会は10回です。 
3. 当社の関連会社で持分法適用会社であります。 
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第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件 
当社は第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ
移行いたします。つきましては、監査等委員である取締役４名の選任をお願いいたしたいと
存じます。また、本議案に関しましてはあらかじめ監査役会の同意を得ております。 
監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。 
なお、当社「社外役員の独立性基準」は、下記のウェブサイトで公開しております。 
http://www.meiwa.co.jp/csr/pdf/guideline.pdf 
 

１. 
まつ  まえ  ひろ  ゆき
松  前  廣  礼 （昭和26年９月21日生）【新任】

 
■ 略歴及び地位・担当 
昭和49年４月 当社入社
平成15年６月 会計グループマネージャー
平成21年４月 審査グループマネージャー

兼事業管理グループマネー
ジャー 

平成22年７月 総務本部副本部長兼審査グ
ループマネージャー 

平成23年４月 経理本部副本部長兼審査グ
ループマネージャー 

平成24年６月 常勤監査役（現職）
 
■ 所有する当社の株式数 
3,200株 

 
■ 監査等委員である取締役候補者とした理由 
同氏は、長年の経験により財務及び会計関連業務に精通しているとともに、常勤監査役とし
て経営の監査を担っており、豊富な経験と知見を有しております。これらを通じて得た経験
と知見を活かし、経営の重要事項全般に対して積極的に意見・提言をいただくとともに、当
社の経営を監督・監査していただくことが最適であると判断しましたので、監査等委員であ
る取締役候補者としました。

 
■ 当社との特別の利害関係 
特別の利害関係はありません。

 
■ 責任限定契約の内容の概要 
当社は、同氏との間で、会社法第427条第１項及び定款の規定に基づき、会社法第423条第
１項の賠償責任に関し、８百万円または法令に定める金額のうちいずれか高い額を限度とす
る旨の責任限定契約を締結しております。同氏が取締役に選任され就任した場合には、当社
と同氏の間で当該契約立を継続する予定です。
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２. 

とり  い  しん  ご
鳥  居  真  吾 （昭和42年６月３日生） 【新任】【社外取締役】 

 
■ 略歴及び地位・担当 
平成２年４月 三菱商事株式会社入社
平成20年３月 同社化学品グループコント

ローラーオフィス機能化学
品チームリーダー 

平成24年６月 株式会社メタルワン コー
ポレート経理部長

平成28年４月 三菱商事株式会社化学品グ
ループ管理部長（現職） 

 
■ 重要な兼職の状況 
三菱商事株式会社化学品グループ管理部長、中央化学株式会社監査役（注） 

 
■ 所有する当社の株式数 
― 

 
■ 監査等委員である社外取締役候補者とした理由 
同氏は、長年にわたる三菱商事株式会社における業務執行を通じて、商社の財務及び会計関
連業務に精通しております。これらを通じて得た経験と知見を活かし、経営の重要事項全般
に対して積極的に意見・提言をいただくとともに、当社の経営を監督・監査していただくこ
とが最適であると判断しましたので、監査等委員である社外取締役候補者としました。同氏
は、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したこと
はありませんが、上記の理由から監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行で
きるものと判断しております。

 
■ 独立性に関する事項 
同氏は、当社の主要株主である三菱商事株式会社の業務執行に携わっているため、東京証券
取引所の定めに基づく独立役員として指定しておりません。但し、同社と当社との間には商
品に関する取引がありますが、直近３事業年度における当社グループの売上高に対する割合
は年平均で0.1％未満であり、特別の利害関係を生じさせる重要性は無く、一般株主と利益相
反の生じるおそれは無いものと判断しております。 
また、同氏は、中央化学株式会社の監査役に選任される予定であり、同社と当社との間には
商品に関する取引がありますが、直近３事業年度における当社グループの売上高に対する割
合は年平均で1.5％未満です。

 
■ 当社との特別の利害関係 
特別の利害関係はありません。

 
■ 責任限定契約の内容の概要 
同氏が取締役に選任され就任した場合には、当社と同氏との間で、会社法第427条第１項及
び定款の規定に基づき、会社法第423条第１項の賠償責任に関し、８百万円または法令に定
める金額のうちいずれか高い額を限度とする旨の責任限定契約を締結する予定です。

 
（注）同氏は、平成28年６月に開催予定の中央化学株式会社の定時株主総会において監査役に

選任される予定です。   
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３. 

むろ  やま    さとし
室  山    敏 （昭和29年11月４日生） 【新任】【社外取締役】【独立役員】

 
■ 略歴及び地位・担当 
昭和54年４月 三菱化成株式会社〔現三菱

化学㈱〕入社 
平成10年11月 三菱化学株式会社化成品カ

ンパニー塩ビ事業部 
平成12年４月 株式会社ヴイテック営業部

次長 
平成16年３月 株式会社ジェイ・プラス営

業本部副本部長

平成25年６月 MCパイオニアOLEDライ
ティング株式会社代表取締
役社長（現職） 

平成28年３月 三菱化学株式会社情報電子
本部有機EL事業推進室（現
職） 

 
■ 重要な兼職の状況 
三菱化学株式会社情報電子本部有機EL事業推進室
MCパイオニアOLEDライティング株式会社代表取締役社長

 
■ 所有する当社の株式数 
― 

 
■ 監査等委員である社外取締役候補者とした理由 
同氏は、長年にわたる三菱化学株式会社における業務執行を通じて化学品関連の事業に精通
しているとともに、複数の企業において経営全般に関わる業務執行を行っており、豊富な経
験と知見を有しております。これらを通じて得た経験と知見を活かし、経営の重要事項全般
に対して積極的に意見・提言をいただくとともに、当社の経営を監督・監査していただくこ
とが最適であると判断しましたので、監査等委員である社外取締役候補者としました。

 
■ 独立性に関する事項 
当社は、同氏が取締役に選任され就任した場合には、同氏を東京証券取引所の定めに基づく
独立役員として指定し同取引所に届け出を行います。 
同氏は、三菱化学株式会社の業務執行に携わっており、同社と当社との間には商品に関する
取引がありますが、直近３事業年度における当社グループの売上高に対する割合は年平均で
２％未満です。また、同氏は、MCパイオニアOLEDライティング株式会社の代表取締役に就
任しておりますが、同社と当社との間に取引関係はありません。

 
■ 当社との特別の利害関係 
特別の利害関係はありません。

 
■ 責任限定契約の内容の概要 
同氏が取締役に選任され就任した場合には、当社と同氏との間で、会社法第427条第１項及
び定款の規定に基づき、会社法第423条第１項の賠償責任に関し、８百万円または法令に定
める金額のうちいずれか高い額を限度とする旨の責任限定契約を締結する予定です。   
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４. 

みや  さき    じゅん
宮  崎    淳 （昭和36年８月21日生）【新任】【社外取締役】【独立役員】

 
■ 略歴及び地位・担当 
昭和60年４月 旭硝子株式会社入社
平成10年５月 同社機能化学品事業本部フ

ロロケミカルズ事業部ガ
ス・溶剤グループリーダー

平成12年10月 同社化学品事業本部企画部
主幹部員 

平成13年12月 旭硝子ヨーロッパ株式会社
〔現AGCケミカルズヨーロッ
パ〕Managing Director ＆
President 

平成18年５月 旭硝子株式会社フッ素化学
品事業部フロロポリマーズ
事業グループリーダー

平成20年２月 同社化学品カンパニー事業
統括本部フッ素化学品事業
部長 

平成22年３月 アサヒマス・ケミカル株式
会社 President Director

平成28年３月 伊勢化学工業株式会社取締
役（現職） 

     ４月 旭硝子株式会社化学品カン
パニー管理室長（現職） 

 
■ 重要な兼職の状況 
旭硝子株式会社化学品カンパニー管理室長、伊勢化学工業株式会社取締役 

 
■ 所有する当社の株式数 
― 

 
■ 監査等委員である社外取締役候補者とした理由 
同氏は、長年にわたる旭硝子株式会社における業務執行を通じて化学品関連の事業に精通し
ているとともに、複数の海外企業において経営全般に関わる業務執行を行っており、豊富な
経験と知見を有しております。これらを通じて得た経験と知見を活かし、経営の重要事項全
般に対して積極的に意見・提言をいただくとともに、当社の経営を監督・監査していただく
ことが最適であると判断しましたので、監査等委員である取締役候補者としました。

 
■ 独立性に関する事項 
当社は、同氏が取締役に選任され就任した場合には、同氏を東京証券取引所の定めに基づく
独立役員として指定し同取引所に届け出を行います。 
同氏は、旭硝子株式会社の業務執行に携わっており、同社と当社との間には商品に関する取
引がありますが、直近３事業年度における当社グループの売上高に対する割合は年平均で
0.5％未満です。また、同氏は、伊勢化学工業株式会社の取締役に就任しておりますが、業務
執行には携わっておりません。同社と当社との間には商品に関する取引がありますが、直近
３事業年度における当社グループの売上高に対する割合は年平均で0.1％未満です。

 
■ 当社との特別の利害関係 
特別の利害関係はありません。
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■ 責任限定契約の内容の概要 
同氏が取締役に選任され就任した場合には、当社と同氏との間で、会社法第427条第１項及
び定款の規定に基づき、会社法第423条第１項の賠償責任に関し、８百万円または法令に定
める金額のうちいずれか高い額を限度とする旨の責任限定契約を締結する予定です。

 
第５号議案 取締役（監査等委員であるものを除く｡）の報酬額設定の件 
当社の取締役の報酬額は、昭和60年６月28日開催の昭和59年度定時株主総会において月額
2,000万円以内とご承認いただき今日に至っておりますが、第２号議案「定款一部変更の件」
の承認可決を条件として、当社は監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、
現在の取締役の報酬額に関する定めを廃止し、取締役（監査等委員であるものを除く｡）の
報酬額を、経済情勢等諸般の事情も考慮して、年額３億円以内（うち社外取締役分5,000万
円以内）と定めることとさせていただきたいと存じます。なお、取締役（監査等委員である
ものを除く｡）の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないもの
といたしたいと存じます。 
第３号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役（監査等委員であるものを除く｡）は
７名（うち社外取締役２名）となります。 
 

第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件 
当社は第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ
移行いたします。つきましては、監査等委員である取締役の報酬額を、監査等委員の職務と
責任を考慮して、年額１億円以内と定めることとさせていただきたいと存じます。 
第４号議案が原案どおり承認可決されますと、監査等委員である取締役は４名となります。 

 
以 上 
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東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 
新東京ビル３階 当社本店大会議室（306区） 

 

 

 
●ＪＲ 

・｢有楽町」駅より徒歩５分（国際フォーラム口） 
・｢東京」駅より徒歩７分（丸の内南口） 

●地下鉄 
・有楽町線「有楽町」駅より徒歩５分（D5出口） 
・日比谷線「日比谷」駅より徒歩７分（A3出口） 
・千代田線「二重橋前」駅より徒歩３分（B7出口） 
・三田線「日比谷」駅より徒歩５分（B4出口） 

※ＪＲは改札から、地下鉄は地上出口からの所要時間です。 
駅構内及び地下道の時間は含まれておりませんのでご注意ください。 

注）株主総会にご出席の皆様へのお土産のご用意はございません。 


